
従業員

点呼時等に熱や咳などの体調不良が確認された場合
・点呼時の体温測定で３７.５度以上の発熱がある
・健康状態の確認の際に、頭痛や倦怠感があるとの
報告があった。

出勤停止、自宅で経過観察

医療機関

新型コロナウイルス相談窓口
（帰国者・接触者相談センター）に連絡

検査対象とならな
かった場合

検査の必要がある
場合

感染が認められな
い場合（陰性）

指定の医療機関を
受診

感染が認められた場合（陽性）

医師が所管の保健所へ連絡

保健所

保健所が、感染者の行動履歴や
濃厚接触者を調査

保健所が、職場の消毒の必要性が
あると判断した場合、文書で消毒

の指示

該当従業員は就業禁止

事業所

濃厚接触者については、最終接触日から２週間は健康
経過観察が必要

・保健所は、体調に異常のある者は検査し、２週間
の自宅待機を要請

・体調に異常のない者の自宅待機は各事業者が判断

保健所の消毒指示に従い各事業者が消毒を実施

（感染予防）
①点呼時の体温測定
②点呼時の健康状態の把握徹底
③石鹸やアルコール消毒液などによる手洗い など

新型コロナウイルス感染症の対応について


